
 

 
 

久留米広域合併協議会(第１６回)議案等 
 

     

 

 

 

 

《報告事項》 

報告第２２号  第１５回協議会以降の協議会活動について       Ｐ １， ２ 

 

《議  案》  

第４９号議案  保育事業の取扱いについて   （第 14 回協議会議案等 Ｐ ４～ ６） 

                        （第 15 回協議会議案等 Ｐ ４～ ６） 

                                   Ｐ ３， ４ 



報告第２２号 
 
 

第１５回協議会以降の協議会活動について 
 
 
 第１５回協議会以降の協議会活動について、別紙のとおり報告する。 
 
 
 
 
 
 

平成１６年１月３１日提出 
 
              久留米広域合併協議会会長 江 藤 守 國 
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第１５回協議会以降の協議会活動について 

 

《会議》 

１月２９日 合併協議会幹事会(第１６回) ○「保育事業の取扱いについて」修正議案 

                      ○ 協議会(第１６回)開催要領(案)など 

 

《専門部会、分科会活動》前回報告以降分 

 

 

 

 

 

 

 

１月１６日  人事調整会議 

１月１９日  議会分科会、土木分科会、農業委員会分科会 

１月２０日  人事給与システムＷＧ 

１月２１日  保健福祉部会、都市産業部会、教育文化部会、下水道・農集ＷＧ、農家台帳システ

ムＷＧ 

１月２２日  生活環境部会、戸籍・住民分科会戸籍ＷＧ、戸籍・住民分科会総務ＷＧ 

１月２３日  監査ＷＧ、介護保険システムＷＧ 

１月２８日  イントラネットＷＧ 

１月２９日  戸籍・住民分科会住記ＷＧ 

 

 

第１５回協議会以降、４部会・４分科会・９ＷＧが開催されました。 
約１，５００の事務事業の調整方針案について、最終的な協議・調整を行なっています。 
また、システムＷＧでは、合併後のシステム統合に関する協議を引き続き行っています。 

別 紙 

２ 



 
 
(別紙) 

協定項目番号 ３３ 協定項目名  保育事業の取扱い 

調  整  内  容 

 
【修正内容】 
（２）保育料について 

保育料については、合併時は現行どおりとし、平成１７年度から統一に向け段階的調整 
を行い、平成２１年度に統一を図る。 
また、統一する保育料の額は、新市の少子化対策及び子育て支援の主要施策の一環とし 

て保育所利用者の経済的負担を軽減するために、国の徴収基準に対して４０％軽減した水 
準に設定する。 
なお、保育料の統一と合わせて、公立保育所の運営のあり方についても、行財政改革の 

視点から今後見直しを検討する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※参考 
《修正前》 
（２）保育料について 

保育料については、平成１７年度までは現行どおり（各市町の軽減率を適用）とし、平 
成２１年度までに統一を図る。また、統一する保育料の額及び暫定措置（経過措置）の内 
容については合併後に調整する。 

 

 

３ 



資  料  

保育料について 

 

新市で保育料を統一する時期・・・平成２１年度に統一【平成１７年度から段階的に調整】   
 

（単位：千円） 

区 分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

久留米市 25％ 25％ 30％ 30％ 40％ 

田主丸町 25％ 25％ 30％ 30％ 40％ 

北野町 25％ 25％ 30％ 30％ 40％ 

城島町 58.8％ 58.8％ 50％ 50％ 40％ 

三潴町 40.7％ 40.7％ 40.7％ 40.7％ 40％ 

軽減額 517,849 517,849 583,752 583,752 724,972 

追加負担額 87,991 87,991 153,894 153,894 295,114 

         ※追加負担額とは、軽減額から現行の負担額（平成１４年度決算額をベースに算出）を差し引いた額である。 

          

４ 



久留米広域合併協議会の今後のスケジュール(案) 
 
 
 
（１）合併協議会の協議について 

協議会 時 期 内     容 

第１７回協議会 ２月中旬 

【報告事項】 
○合併協定書の最終確認 
○事務事業調整方針の報告 
○今後のスケジュール説明(調印式の日程等) 

 
 
（２）協定項目協議後のスケジュールについて 

時 期 事   項 備 考 

２月中旬～３月上旬 ○住民説明会等  

 

３月上旬～中旬 ○合併協定書締結  

 
３月議会（追加議案） 

又は、 
４月臨時議会 

○市町合併の議決 
《廃置分合の議決》 

□地域審議会の設置 
□議会の議員の在任に関する特例 
□財産処分 

 
 

４月 
(合併の議決後速やかに) ○県への廃置分合の申請 ※４月上旬までに 

                 
※県議会議決 
※国の告示  

 

９月議会 
並びに 

１２月議会 
○合併関連議案提案 

□一部事務組合の規約変更等 
□町名･字名の名称変更 
□例規整備関連 
□農業委員会の定数 
□合併協議会廃止  等 

 

２００５年２月５日 ■合   併 

 
 


